
Ⅱ 障害福祉施策の動向について 
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 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー
ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ
か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 

１．障害者の望む地域生活の支援 
 

 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相
談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助） 

 

 (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援） 
 

 (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 
 

 (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する
介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を
障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける 

 

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 
 

 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する 
 

 (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する 
 

 (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする 
 

 (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 
 

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 
 

 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする 
 

 (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を
整備する 

 平成30年４月１日（２.(3)については公布の日） 

 概 要 

 趣 旨 

 施行期日 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 
一部を改正する法律（概要）(平成28年5月25日成立) 
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 障害者・児  

都道府県 

・広域支援    ・人材育成   等  

介護給付 

支援 

地域生活支援事業 

市 町 村 

・居宅介護  ・重度訪問介護 

・同行援護  ・行動援護 

・療養介護  ・生活介護 

・短期入所 

・重度障害者等包括支援 

・施設入所支援       

・基本相談支援 

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

・計画相談支援       

自立支援医療 

・更生医療 

・育成医療 

・精神通院医療     

・相談支援   ・意思疎通支援   ・日常生活用具 

・移動支援   ・地域活動支援センター 

・福祉ホーム                         等 

補装具 

自立支援給付 

第２８条第１項 

第５条第16項 

第６条 

第５条第22項 

第５条第23項 

第７７条第１項 

第７８条 

★自立支援医療のうち、精
神通院医療の実施主体は
都道府県及び指定都市 

★原則として国が１／２負担 

★国が１／２以内で補助 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労移行支援 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・就労定着支援（新規※） 

・自立生活援助（新規※） 

・共同生活援助       第２８条第２項 

訓練等給付 

相談支援 

障害者総合支援法の給付・事業 
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（注）１．表中の「   」は「障害者」、「     」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。２．利用者数及び施設・事業所数は平成30年３月サービス提供分の国保連データ。 者 児 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を
有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出
時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う 

児 者 

者 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、

外出支援を行う 

重度障害者等包括支援 

短期入所（ショートステイ） 

療養介護 

施設入所支援 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、

食事の介護等を行う 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及

び日常生活の世話を行う 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供する 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のため

に必要な訓練を行う 

児 者 

児 者 

児 者 

者 

者 

者 

就労移行支援 

就労継続支援（A型） 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行う 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等
の向上のために必要な訓練を行う 

者 

者 

共同生活援助（グループホーム） 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の
援助を行う 

者 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を
行う 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のため

に必要な支援、訓練を行う 

就労継続支援（B型） 
一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上の
ために必要な訓練を行う 

者 

者 

居 
住 
支 
援 
系 

訪 
問 
系 

日 
中 
活 
動 
系 

施 
設 
系 

訓 
練 
系 
・ 
就 
労 
系 

障害福祉サービス等の体系①（介護給付・訓練等給付） 

サービス内容 

 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応
により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う 

者 

 

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う 

新規 

新規 

者 

同行援護 児 者 

者 

介
護
給
付 

訓
練
等
給
付
 

利用者数 施設・事業所数 

19,925 

7,391 

277,141 

20,259 

129,546 

2,325 

1,661 

10 

10,008 

4,669 

251 

2,594 

182 

33,780 

69,037 

3,421 

3,767 

114,822 7,794 

6,307 

12,342 1,169 

239,635 11,601 

175,268 

10,838 

10,519 

36 

53,770 

25,054 

６ 



居宅訪問型発達支援 

（注）１．表中の「   」は「障害者」、「     」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２．利用者数及び施設・事業所数は平成30年３月サービス提供分の国保連データ。 者 児 

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練な
どの支援を行う 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練な
どの支援及び治療を行う 

児 

保育所等訪問支援 
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的な支援などを行う 

計画相談支援 

医療型障害児入所施設 

障害児相談支援 

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行
う 

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導
及び知識技能の付与並びに治療を行う 

【サービス利用支援】 
 ・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 
 ・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 
【継続利用支援】 
 ・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング） 
 ・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 

【障害児利用援助】 
 ・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成 
 ・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 
【継続障害児支援利用援助】 

児 

児 者 

地域移行支援 
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービ
ス事業所への同行支援等を行う 

者 

放課後等デイサービス 
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向
上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う 

児 

障
害
児
通
所
系 

障
害
児
入
所
系 

相
談
支
援
系 

障
害
児
支
援
に
係
る
給
付
 

児 

児 

地域定着支援 
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害
福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う 

者 

福祉型障害児入所施設 
児 

児 

障害福祉サービス等の体系②（障害児支援、相談支援に係る給付） 

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う 児 
障
害
児
訪
問
系 

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）   ※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない） 

相
談
支
援
に
係
る
給
付
 

新規 

105,298  5,787  

2,417  98 

3,445  

1,627  

2,044  

52,052  

154,671  

3,024  

546  

186  

187 

4,305  

7,896  

512 

576  324 

177,888  11,806  

サービス内容 利用者数 施設・事業所数 

７ 


